
令和４年度 食物アレルギー対応マニュアル 

今治市立菊間中学校 

Ⅰ 食物アレルギー児童生徒への対応状況把握 

  「食物アレルギー給食実施基準」（今治市教育委員会作成）に準じて対応する。  

 

 

 

 

Ⅱ マニュアル 

１ 献立作成  

１か月分の献立材料表を保護者に確認・了承を得る。 

  ※保護者、学校、調理場で、献立材料表を保管。 

   

２ 調理（調理場） 

 献立材料表を確認し、アレルギー原因食品を把握し、調理する。 

（指差し確認、ダブルチェック）     

             

３ 配膳  

①  給食が配送されたら、給食主任と給食パートさんが献立材料表と 

除去食、食札を確認する。（指差し確認） 

②  対応生徒と学年部の教員が除去食を教室まで運ぶ。 

③  教室まで運搬したら、食器と一緒に対応生徒の机上に置く。 

（指差し確認） 

④  配膳ができるまで学年部の教員が対応生徒の机の側で待機する。 

（除去食容器の蓋は開けない。） 

⑤  配膳ができたら、対応生徒の使用するスプーンやお箸で食器に入れる。 

除去食容器はそのまま机上に置いておく。 

 

４ 給食中  

①  対応生徒が体調不良などを起こしていないか十分に留意する。      

②  アレルギー原因食物が入っているメニューは、おかわりをしない。  

 

５ 片付け  

①  除去食容器を給食コンテナまで返却する。 

②  対応生徒がアレルギー原因食物に接触しないように給食当番、牛乳パックの洗浄などに配慮 

する。 

 

６ 献立変更  

① 全教職員の共通理解を図る。 

② 給食主任は、学級担任に連絡し、アレルギー対応該当生徒及び保護者へ連絡する。 

③ 調理場と連携をとり、除去食対応の変更を確認するなど共通理解を図る。 

①  保護者に学校給食における食物アレルギー対応希望調査書の提出を依頼する 

②  保護者に医師の診断による学校生活管理表またはそれに準ずるものの提出を依頼する。 

③  校内において食物アレルギー対応委員会（第１回）を開催し、対応するか否かを決定する。 

④ 保護者、学校及び調理場で面談の日程調整を行い、アレルギーの状況や対応内容等について 

話し合う。 

⑤ 食物アレルギー対応委員会（第２回）において、個別の対応内容を決定し、学校給食に

おける食物アレルギー対応決定通知書を保護者へ送付する。 

献立材料表 

除去食容器と食札 



Ⅲ 緊急時の対応 

 １ アレルギー症状が見られた時 

(1)  発見者は、対象児童から目を離さないで、助けを呼び、人を集める。集まった人にエピペン 

とＡＥＤ等を持ってくるように指示をする。 

  (2)  緊急度の高いアレルギー症状があるかどうかの判断を５分以内に行う。 

    (3)  緊急度が高いと判断した場合は、以下の対応を行う。 

・ ただちにエピペンを使用する。 

・ 救急車を要請する。 

・ その場で安静にする。 

  (4)  呼吸がない場合は、心肺蘇生を行う。 

  (5)  緊急時対応マニュアル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 報告 

  発生後速やかに事故報告書を作成し、市教委へ報告する。 

  事故の原因や問題となった事項の改善方法について検討し、後日報告する。 

Ⅳ その他 

１ 全教職員による共通理解 

(1)  年度始め及び変更時に、食物アレルギーに関する基礎知識と対応生徒の実態、緊急時の対応 

方法などについて、共通理解する。 

(2)  職員研修 

食物アレルギーやアナフィラキシーの正しい知識を持ち、エピペンを所持している生徒がい 

る場合は、正しく扱うことができるよう、定期的に実践的な研修を実施する。 

 

《参考文献》 

 学校給食による食物アレルギー対応指針（平成 27年 3月文部科学省発行） 

 学校におけるアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（令和 2年 3月日本学校保健会発行） 

「東京都食物アレルギー緊急時対応マニュアル」より引用 


